
議

案

第

九

号 

 
 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す 
 

 
 

 
 

 
る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す 
 

 
 

 
 

 

る

条

例

 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

港

区

条

例

第

二

 

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

 

目

次

中

「

第

三

十

七

条

」

を

「

第

三

十

七

条

の

二

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

章

中

第

三

十

七

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。
 

（

区

立

駐

車

場

の

標

識

の

表

示

）

 

第

三

十

七

条

の

二 

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

二

十

四

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

、

同

法

 

第

二

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

駐

車

料

金

を

徴

収

す

る

区

立

駐

車

場

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

 



「

道

路

付

属

物

駐

車

場

」

と

い

う

。

）

に

設

け

る

標

識

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

明

示

し

た

も

の

で

な

け

れ

 

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 
利

用

料

金

（

第

三

十

五

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

使

用

料

を

徴

収

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

使

用

料

。

 

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

額

 

 

二 

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

時

間

 

 

三 

利

用

料

金

の

徴

収

方

法

 

 

四 

そ

の

他

道

路

付

属

物

駐

車

場

の

利

用

に

関

し

必

要

な

事

項

 

２ 

前

項

の

標

識

は

、

道

路

付

属

物

駐

車

場

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

の

見

や

す

い

場

所

に

設

け

な

け

れ

ば

な

 

ら

な

い

。

 

３ 

道

路

付

属

物

駐

車

場

以

外

の

区

立

駐

車

場

に

設

け

る

標

識

の

表

示

に

つ

い

て

は

、

前

二

項

の

規

定

を

準

用

 

す

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

）

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

 

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


